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第１ 目的 
道は、ホッカイドウ競馬の公正確保及び円滑な運営の推進に資するため、北海

道地方競馬協力団体が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で北海

道地方競馬協力団体事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、その交付については、北海道補助金等交付規則（昭和４７年北海道規則第３

４号。以下「規則」という。）の規定によるほか、この取扱いに定めるところに

よる。 
 
第２ 補助金の交付の対象 

補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、北海道地方

競馬協力団体事業とする。 
 
第３ 補助対象者 

補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる

者とする。 
（１）一般社団法人北海道軽種馬振興公社 
（２）一般社団法人北海道馬主会 
（３）北海道調騎会 
（４）北海道厩務員会 

 
第４ 補助対象経費 

補助事業に係る補助対象経費は、別表に掲げる経費とする。 
 
第５ 補助率 

補助率は、別表に掲げる率とする。 
 
第６ 補助金の算定方法 

補助金の交付額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。 
 



第７ 補助金の交付の申請 
１ 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、補助金等交付申請書（別

記第１号様式）に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。 
（１）事業計画書（別記第２号様式） 
（２）北海道地方競馬協力団体事業計画書（別記第３号様式） 
（３）補助金等交付申請額算出調書（別記第４号様式） 
（４）経費の配分調書（別記第５号様式） 
（５）事業予算書（別記第６号様式） 
（６）資金収支計画書（別記第７号様式） 
（７）電子交付申出書兼メールアドレス確認書（別記第８号様式）（道から補助

金の交付を申請しようとする者に対して行われる通知等について、電子交付

（通知等の内容を記録した電磁的記録に、電子署名を行い、補助金の交付を

申請しようとする者がクラウド上で受領できる交付方法）を希望する場合

に、提出すること。） 
２ 補助金等交付申請書の提出は、次により行うものとする。 
（１）提出期限 ４月３０日まで 
（２）提出先  農政部競馬事業室 
３ 補助対象者は、前記１の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費

税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて

得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、

これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において、当該

補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限り

でない。 
 
第８ 交付決定前着手 

１ 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、やむを得ない理由によ

り、補助金の交付の決定前に補助事業に着手しようとするときは、あらかじめ

交付決定前着手届出書（別記第９号様式）を知事に提出しなければならない。 
２ 前項の規定により交付決定前着手届出書を提出して補助事業に着手した場合

であっても、当該着手に係る経費が必ず補助対象となること及び補助金の交付

が確実となったことを保証するものではない。 
 
第９ 補助金の交付の決定等 
  知事は補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは速やかに交付の決定を行い、別記第２０号様式により、申請者に交付の決

定の内容及び交付の条件を通知するものとする。 
 
第１０ 申請の取下げ 

１ 補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があ

るときは、交付の決定の通知を受けた日から１０日以内に、補助金等交付申請

取下書（別記第１０号様式）を知事に提出し、申請の取下げをすることができ

る。 
２ １の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付

の決定はなかったものとみなす。 
 
第１１ 事情変更による交付の決定の取消し 



１ 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更によ

り特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り

消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができ

る。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限

りでない。 
２ 知事が１の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、

次に掲げる場合に限るものとする。 
（１）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の

全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 
（２）補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用する

ことができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわ

れる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助

事業を遂行することができない場合（補助事業者の責めに帰すべき事情によ

る場合を除く。） 
 
第１２ 補助事業の遂行 

補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した 
条件その他法令に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事

業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 
 
第１３ 補助事業の変更 

１ 補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、補助事業等変

更承認申請書（別記第１１号様式）に第７第１項に掲げる書類を添付の上、あ

らかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当す

るときはこの限りでない。 
（１） 補助対象経費増減が２０パーセント未満のとき。 
（２） 補助対象経費の各項目相互間における流用が２０パーセント未満のとき。

ただし、小項目相互間の流用は、補助事業の内容の変更としない。 
２ 知事は、前項により変更承認申請書の提出があった場合には、その内容を審

査し、適当と認めたときは変更の承認を行い、補助事業者に通知するものとす

る。 
 
第１４ 補助事業の中止又は廃止 

補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじ

め知事に補助事業等中止（廃止）承認申請書（別記第１２号様式）を提出し、そ

の承認を受けなければならない。 
 
第１５ 補助事業の執行の遅延又は不能 

補助事業者は、補助事業が期限までに完了しないとき又はその遂行が困難とな

ったときは、速やかに知事に補助事業等執行遅延（不能）報告書（別記第１３号

様式）を提出し、その指示を受けなければならない。 
 
第１６ 補助事業の状況報告等 

補助事業者は、当該事業の遂行の状況等に関し、知事から報告を求められたと

きは指示された日までに報告を行い、又は道の職員による調査を受けたときは調

査に協力しなければならない。 
 
第１７ 補助事業の遂行等の命令 



補助事業者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って

補助事業を遂行すべきことを知事から命ぜられたときは、その命令に従わなけれ

ばならない。 
 
第１８ 補助金の概算払 

補助事業者は、概算払の申請をしようとするときには、補助金等概算払申請書

（別記第１４号様式）に最新の資金収支計画書（別記第７号様式）を添えて、知

事に提出しなければならない。 
 
第１９ 工事完成届 

補助事業者は、補助事業に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成

届（別記第１５号様式）を知事に提出しなければならない。 
 
第２０ 実績報告等 

１ 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けた

ときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から３０日以内又

は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書（別記

第１６号様式）に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。 
（１）事業実績書（別記第２号様式） 
（２）北海道地方競馬協力団体事業実績書（別記第３号様式） 
（３）補助金等精算書（別記第１７号様式） 
（４）事業精算書（別記第１８号様式） 
２ 補助事業者は、補助事業等実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に

係る消費税等仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これ

を補助金額から減額して報告しなければならない。 
３ 補助事業者は、補助事業等実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税

の確定申告によりこの補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合に

は、別記第１９号様式によりその金額（実績報告において、２により減額した

場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに知事に

報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。 
また、この補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又は

ない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年

６月３０日までに知事に報告するとともに、補助金に係る消費税等仕入控除税

額の確定後は速やかに知事に報告し、当該金額を返還しなければならない。 
 
第２１ 補助金の額の確定 

知事は、補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、当該報告に係る補助事

業の実施結果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか

を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業

者に通知するものとする。 
 
第２２ 交付の決定の取消し 

１ 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付

された補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。 
（１）補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのに補助金を使

用しないとき。 
（２）虚偽の申請又は虚偽の実績報告により補助金を過大に請求し、又は受領し

たとき。 



（３）補助事業に関して不正に他の補助金等（道以外の者が補助事業者に対して

交付する補助金その他の助成を含む。）を重複して受領したとき。 
（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ知事の承

認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。 
（５）（１）から（４）までに掲げる場合のほか、補助事業に関して、補助金の

交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づ

く知事の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。 
２ １の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 
 
第２３ 補助事業に関する帳簿及び書類 

１ 補助事業者は補助事業に関する帳簿及び書類を備え、この補助事業に要した

経費とそれ以外との経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、

これを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければな

らない。ただし、処分を制限された取得財産がある場合で当該制限された期間

が帳簿及び書類を保存すべき期間を超えるときは、当該財産の処分を制限され

た期間保存しなければならない。 
２ １により備えるべき帳簿及び書類は、次のとおりとする。 
（１）帳簿、伝票、通帳、領収証書、その他収支状況を確認できる書類 
（２）契約書、入札関係書類 
（３）台帳、図面、その他財産の取得状況が確認できる書類 
（４）日誌、写真、その他補助事業の履行状況が確認できる書類 
（５）交付申請から実績報告に至るまでの申請書類、交付の決定に関する書類 

 
第２４ 財産の管理等 

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従っ

て、その効率的な運用を図らなければならない。 
 
第２５ 財産の処分の制限 

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（１件の取得価格又は効用の

増加価格が５０万円以上の機械及び器具、不動産等）については、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）で定める

耐用年数（当該耐用年数が１０年を超える場合は１０年）を経過することになる

までの期間は、あらかじめ知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸付け、取り壊し、又は担保に供してはならない。た

だし、交付された補助金の全部に相当する額を納付した場合は、この限りでな

い。 
 
第２６ 電子メールによる申請等 

補助事業者は、補助金の交付の申請、届出、その他この補助事業に関し道に行

う通知については、当該申請等に係る書類の電磁的記録を次の［別に指定する］

電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができる。 
【電子メールアドレス】〈keiba.11@pref.hokkaido.lg.jp〉 

 
 
 
 



別表（補助金の区分、補助対象経費及び補助率） 
補助金の区分 補助対象経費 補助率 
公社補助金 １．職員人件費 

（１）競馬場管理事業 
ア 給料及び諸手当 
イ 臨時職員雇用賃金 
ウ その他保険料等 
２．事業推進事務費 
（１）競馬場管理事業 
競馬場維持管理費 
（２）その他事務費 
３．施設等整備費 

１０分の１０以内 
１０分の１０以内 
１０分の１０以内 

馬主会補助金 １．競馬協力事業費 
２．調査研修事業費 
３．競馬公正対策事業費 
４．事業推進事務費 

１０分の１０以内 
２分の １以内 
１０分の１０以内 
２分の １以内 

調騎会補助金 １．競馬協力事業費 
２．事故共済事業費 
３．調査研修事業費 
４．競馬公正対策事業費 

１０分の１０以内 
２分の １以内 
２分の １以内 
１０分の１０以内 

厩務員会補助金 １．競馬協力事業費 
２．調査研修事業費 
３．競馬公正対策事業費 

１０分の１０以内 
１０分の１０以内 
１０分の１０以内 

 
（様式） 
別記第１号様式 補助金等交付申請書 
別記第２号様式 事業計画（実績）書 
別記第３号様式 北海道地方競馬協力団体事業計画（実績）書 
別記第４号様式 補助金等交付申請額算出調書 
別記第５号様式 経費の配分調書 
別記第６号様式 事業予算書 
別記第７号様式 資金収支計画書 
別記第８号様式 電子交付申出書兼メールアドレス確認書 
別記第９号様式 交付決定前着手届出書 
別記第１０号様式 補助金等交付申請取下書 
別記第１１号様式 補助事業等変更承認申請書 
別記第１２号様式 補助事業等中止（廃止）承認申請書 
別記第１３号様式 補助事業等執行遅延（不能）報告書 
別記第１４号様式 補助金等概算払申請書 
別記第１５号様式 工事完成届 
別記第１６号様式 補助事業等実績報告書 
別記第１７号様式 補助金等精算書 
別記第１８号様式 事業精算書 
別記第１９号様式 消費税等仕入控除税額報告書 
別記第２０号様式 指令書 
 
 
 
 



 
 
附則（平成２５年 ４月 １日付け競馬第１２５５号） 
１ この取扱いは、平成２５年４月１日から施行する。 
２ 改正前の取扱いに基づき平成２４年度に実施した事業については、なお従前の例

により取り扱うものとする。 
附則（平成２８年４月１日付け競馬第１１１１号） 
１ この取扱いは、平成２８年４月１日から施行する。 
附則（令和２年４月１日付け競馬第１２２８号） 
１ この取扱いは、令和２年４月１日から施行する。 
附則（令和８年４月１日付け競馬第１４００号） 
１ この取扱いは、令和８年４月１日から施行する。 
 


